
東日本大震災の発生以降、心のこもったご支援に感謝申し上げます。おかげさまをもちまして、徐々に元気な福
島を取り戻しつつあります。
震災から３年以上が経過した現在でも、消費者の福島県産品に対する風評が根強く残っています。

風評払拭に向けて、企業の皆様から継続的にご支援を頂くに当たりまして、福島県では当面、そのきっかけづく
りとして、以下のような対応をさせていただきたいと思いますので、ご理解とご協力をお願いします。
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日本橋ふくしま館 MIDETTE
電話：03-6262-3977 FAX：03-6262-3978
館長 加藤泰広 y_kato@tif.ne.jp
副館長 櫻田 武 sakurada_takeshi@tif.ne.jp

②社員食堂等における県産品の活用、取引の拡大
○御希望をお聞きして、調整・紹介をします。
・JA、取扱企業 など

③企業マルシェ
○実施希望日の３ヶ月前までにご相談ください。
（希望日直前の場合、出展者との調整により、ご要望に沿えない場合があります。）
○御希望をお聞きして、県産品出展者等の調整をします。
・日本橋ふくしま館MIDETTE
・（公財）観光物産交流協会
・JA、NPO、取扱企業 など

④社員旅行
○御希望をお聞きして、調整・紹介をします。
・（公財）観光物産交流協会や旅行代理店 など

①贈答品
○季節に応じて贈答品パンフレットを準備しております。
○その他にもご希望に応じた商品をご案内いたします。
○手配・配送等をします。 （メーカー直送も手配）

福 島 県 東 京 事 務 所
電話：03-5212-9050 FAX：03-5212-9195
企画交流課 武藤滋明 mutou_shigeaki_01@pref.fukushima.lg.jp
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福 島 県 大 阪 事 務 所
電話：06-6343-1721 FAX：06-6343-1727
所長 景山博 kageyama_hiroshi_01@pref.fukushima.lg.jp

福 島 県 名 古 屋 事 務 所
電話：052-251-0368 FAX：052-251-6094
所長 関場智彦 sekiba_tomohiko_01@pref.fukushima.lg.jp

②県産品の活用
・取引を拡大したい

④社員旅行等に
行きたい

③企業マルシェを
開催したい※

③企業マルシェを
開催したい※

②県産品の活用
・取引を拡大したい

④社員旅行等に
行きたい

①贈答品に
活用したい

①贈答品に
活用したい

①贈答品
○パンフレットの配付・送付します。（準備中）
○（公財）観光物産交流協会へ引継ぎます。
②社員食堂等における県産品の活用、取引の拡大
○御希望をお聞きして、調整・紹介します。
・県産品振興戦略課、農産物流通課などの県関係課
・JA、取扱企業 など

③企業マルシェ
○実施希望日の３ヶ月前までにご相談ください。
（希望日直前の場合、出展者との調整により、ご要望に沿えない場合があります。）
○御希望をお聞きして、県産品出展者等の調整をします。
・（公財）観光物産交流協会
・県産品振興戦略課、農産物流通課などの県関係課
・JA、NPO、取扱企業 など

④社員旅行
○御希望をお聞きして、調整・紹介をします。
・観光交流課などの県関係課
・（公財）観光物産交流協会や旅行代理店 など

平成２６年７月 福島県復興・総合計画課

※「企業マルシェ」を開催する場所に応じて、最寄の各事務所へご相談ください。


